
!

(その 1)
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(そ の 2)

全国団体用

収 支 の 状 況
1 収支の総括表

2 収入項 目男ll金額の内訳

(1)個人の負担する党費又 lま会費

θ

0人

金   額

員  数 (党費又は会費を納入した人のI数
)

あθ♂Z♂Jび

Jz85■

あθθQ'θJ

■/兒み子を∂

26二,ィ
=♂

(前 年 か ら の 繰 越 額 )

(本 年 の 収 入 額 )

収 入 韓 観

支 出 韓 ■

里 年 へ の 機 選 観

■

■

■

(2)寄 附

備 考金 額

あ,θttθθθ

玩,θazθθθ

瓦10側,θθθ

ア 寄附 (イを除く。)の区分

(ア)個 人 か ら の 寄 附

(う ち 特 定 寄 附 )

(イ)法 人 そ の 他 の 団 体 か ら の 寄 附

(ウ)政 治 団 体 か ら の 寄 附

ガヽ 「計   (ア)+ (斯)+ (ウ )

(寄附のうち寄附のあつせんによるもの)

イ 政 党 匿 名 寄 附

合  計  (ア  + イ )

2



(その 6)

(6)そ の 他 の 収 入

備 考金 額

J

5

θ

J

摘 要

利息

こ の 買 の 小 計

1件 10万 円 未 満 の も の

△
口 計

(泊01件 10万円以上の収入は個別に記載 し、10万円未満の収

入は一括 して記載 して下さい。

a



(そ の 7) (1,2,3の いずれかにOをつけてください)

(注 1)同一者力ちの年間5万円を超える寄附は個別に記載して下さ彰、

(注2)寄附をした者 (団体等)ごとイこ「名寄せ」して年月日順に記載

し、その者の最後に「計」を入れて下さしヽ

(注3)「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団体又

政治団体の寄附者の区分ごとの、最後の要に記載して下さしヽ

備考職業 (又 は代表者の氏名)

直嶋 正行

1.個人 2.法人。その他の団体 ③.政治団体時む魔

住  所  (又は所在地)

東京都千代田区永田町 1-11-1三宅坂ビル

年 月 印

R4.4,14

額金

あθttθθθ

あθθ9θθθ

θ

うθθQθθθ

(7)寄 附 の 内 訳

寄附者の氏名 (又は名称)

国民改革協議会

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 寄 附

計
△
口

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

粋



(そ の13)

3 支 出項 目別隆額の内訳

(1)支 出 の 総 括 表

備 考

/～工の計

金 額

五夕′乱∂夕θ

59,βJ♂

′,οをaβ7,

′9θ′4′
'7

a=♂L之9

々 S,θ

''
θ

ω 3,θθθ

θ

鰯 ,θθθ

θ

θ

aθ♂θ

θ

θ

′.をイ4989
47Z々 ♂

項 日

1     経

(1)   人

常 援 費

費件

(2)光 熱 水 費

(3)備 品 。 消 耗 品 費

(4)事 務 所 費

ィJヽ 計

2    政

(1)   組

治 活

活

耐

動

貴

費織 :

(2)選 挙 関 係 費

(3) 機関紙誌の発行その他の事業費

(4)調 査!研 究 費

(5)寄 附 。 交 付 金

(6)そ の 他 の 経 費

ァj、 計

合 計

ゴ



(そ の14)

光熱水  ( 光熱永 )

備 考支出を受けたなの住所(又 は所在地)

長崎県員崎市城山町3-19

長崎県員崎市城山町3-19

支出を受りた者の氏名(又は名称)

九州電力株式会社長崎営業所

九州電力株式会社長崎営業所

項 目 別 区 分

年 月 日

R4.6Ⅲ 21

R4.6沖 21

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳

金 額

′弓559

′a2ィ

'身

′7♂

クZttθ

翔 ∂J♂

支 出 の 目 的

電気料金

電気料金

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合  計

(逍11)

(注 2)

1万円以上の支出はすべて個別に記載 し、 1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括 して記載 して下さい。
「その他の支出」と「合計」の頼†ま、右上の項目月lよ区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載して下さい。

`



(その14)

備品・消耗品  ( 備品 )

備 考支出を受けた者の住所(又 は所在地)

長崎県佐世保市大塔町666番10

支出を受りた者の氏名(又 は名称)

ケーズデンキ佐世保店

項 目 別 区 分

年 月 日

R4.5七 2

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳

金 額

ゴ♂ZZBθ

′♂ZZ8θ

θ

′♂Z夕∂θ

支 出 の 目 的

パ Iノ コン代

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合  計

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載し、 1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄
`ま

、右上の項目月噸区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の買に記載して下さい。

ク



(そ の14)

備 考支出を受けた者の住所(又 は所在地〉

福岡県北九州市小倉北区魚町2-6-10

大分県大分市古国府4丁 目7-13

長崎県大村市池田3-336-18

長崎県佐世保市天神3丁 目2674-2

長崎県佐世保市天満町2-24

福岡県北九州市小倉北区魚町2-6-10

東京都江東区新砂1丁 目8-2

長崎県長崎市浜町8-28

長崎県対馬市美津島町根緒468-6

佐賀県佐費市高木瀬町大字長瀬930

長崎県島原市有明町湯江乙120(>2

備品1・ 消耗品  (消 耗品 )

支出を受けた者の氏名(又は名称)

株式会社ナフコ:

株式会社ホームインブルーメントひろせ

パルーンショップハマザト

花跡

合資会社古賀商店

株式会社ナフコ

SGシステム株式会社

島村楽器株式会社

コスモス美津島店

ダイレックス株式会社

有限会社サン

項 目 別 区 分

年 月十剛

R4.3.15

R4.翠.11

R4.5.10

R4.5。 15

R4∫6,6_

R4.6.11

R4.6.13

R4.6.17

R4.6.17

R4.6.27

R4.7.4

額金

っ′£5男

っ宅 〃 7

9 イ9θθθ

c F9θθθ

O Fc7留

〇′易′夕7

o 2島5J♂

。夕9θ∂か

Of島

'|〃。′α[颯

O f9θθθ

2二乳防

び密 ′π

890,′,9

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳

支 出 の 目 的

工具代 :

工具代

バルーンスタン ド代

花代

文具代 :

雑貨代

のぼ 9ポール代

マイタケーブル代 i

雑貨代

飲料代

ガヅ剪ン代

こ の 買 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合  計

日
日
日
日
日

(注 1)1万 円以上の支出はすべて個別に記載 し、 1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括 して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の買に記載 して下さい。

a



(その14)

備 考支出を受けた者の住所(又は所在地)

備品 。消耗品  ( 定期購読料 )

支出を1受 けた者の氏名(又 ,ま名称)

項 目 別 区 分

年 月 日額金

θ

プ£イθθ

プらイθθ

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合  計

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳

支 出 の 目 的

一
一
一
一
一
一
一

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載し、 1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」Iと 「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載して下さい。

６
７
メ



(そ の14)

備 考支出を受けた者の住所(又は所在地)

長崎県対馬市厳原町国分1358-1

事務所費  ( 賃借料 )

支出を受けた者の氏名(又 は名称)

岸原よしみ

項 目 別 区 分

年 月 日

R4。 4。25

額金

′52θθθ

′32"θ

死 θθθ

2誕,θθθ

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳

支 出 の 目 的

家賃 (5、 6、 7月 )

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合  計

一
一
一
一
一
一

(注 1)1万円以上の支出はすべて個男げに記載し、 1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」|と 「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載して下さい。

iO



(その14)

備 考支出を受けた者の住所(又は所在地)

長崎県長崎市相生町306

長崎県佐世保市有福町536番 68

事務所費  ( 造作修繕費 )

支出を受けた者の氏名(又 ,ま名称)

エディオン大浦店

株式会ネ上親不H空調

項 目 別 区 分

年 月 日

R4.7.6

R4.9.30

額金

疑 Jσ∂

Z∂θθ

′♭9♂σ∂

0

′♭9びσ∂

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳

支 出 の 目 的

テレビ取付代

エアコン移設工事費

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合  計

一
一
一
一
一

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載し、 1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出出と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載して下さい。

II



(そ の14)

事務所費  ( 通信費 )

備 考支出を受けた者の住所(又は所i在地)

長崎県長崎市相生町36

福岡県福岡市中央区天神2-4-38

福岡県福岡市中央区天神2-4-38

支出を受けた者の氏名(又 は名称)

西日本電信電話株式会社長崎支店

N田レァイナンス株式会社

N判ファイナンス株式会社

項 目 別 区 分

年 月 日

R4.6.21

R4.6.21

R4.7.29

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳

金 額

FZ87θ

′αF%
宅 びJ'

宅 1密

8島bO&

′免名2舅♂

支 出 の 目 的1

電話料金

電話料金

電話料金

こ の 買 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合  計

(注 1)1万 円以上の支出はすべて個別に記載 し、 1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括 して記載 して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項 目別区分の (  )の r

中の項目ごとの、最後の頁に記載 して下さい。

|∠



(その14)

事務所費  ( 事務管理費 )

備 考支出を受けた者の住所(又は所在地)

福岡県福岡市博多区博多駅束2丁 目10-35

福岡県福岡市博多区博多駅東2丁 目1(135

福岡県福岡市博多区博多駅東2丁 目1035

福岡県福岡市博多区博多駅東2丁 目1(>35

長崎県佐世保市三浦町2-1

東京都千代田区紀尾井町4-1

東京都千代田区紀尾井町4-1

長崎県島原市新湊2丁 目丙1989-5

長崎県島原市霊南2丁 目102

福岡県福岡市博多区博多駅東2丁 目1035

福岡県福岡市博多区博多駅東2丁 目1(>35

東京都港区芝3-3-2芝公園ファーストビル

福岡県福岡市博多区博多駅束2丁 目1(>35

福岡県福岡市博多区博多駅東2丁 目1(>85

佐賀県佐賀市神野東1-1-1-306

支出を受けた者の氏名(又 は名称〉

リコーリース株式会社九州支社

ヅコーリース株式会社九州支社

リコーリース株式会社九州支社

リコージース株式会社九州支社

浦川クリーニング アルファ店

リコージース株式会社

リコージース株式会社

洗豹 IN

有限会社サトーコーポレーション

リコージース株式会社九州支社

リコーリース株式会社九州支社

リコージャパン株式会社

リコージース株式会社九州支社

リコーリース株式会社九州支社

藤原公認会計士事務所

項 目 別 区 分

年 月 日

R4.2.4i

R4。3,14

R4.3。24

R4.3.30

R4.6。9

R型 .6.6

R4.7.4-

R4,.8,9

R41,8。 9

R4.9。9

R4.10B

R4.10.22

R4.1■ 3

R4"12,4

R4.12.26

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳

金 額

2ZF′ワ

ztta5

乳 筋

乳 ♂∂′

′9♂θθ

班 7θ∂

鬼 密

乳 θθθ

′4♂θθ

宅 Zイθ

2zr′ヮ

′′αθθθ

22′′θ

宅 登36

短 θθθ

イ鶏 びθ′

支 出 の 目 的

ソフトウェアリース
ー
料

ソフ トウェアリース!料

ソフトウェアリース料

ソフトウェアリース料

クリーニング代

ソフ トウェアリース料

ソフ トウェアジース料

清掃代 :

浄化槽清掃代

ソフ トウェアリース料

ツフトウェアリース料

サーバ‐メンテナンス料

ノフトウェアリース:料

ソフトウェアリース料

監査報酬

こ の 買 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合  計

(注 1)1万 円以上の支出はすべて個別に記載 し、 1万円未満の支出|は 「その

他の支出」にす括 して記載 して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項 目別区分の (  〉の

中の項 目ごとの、最後の頁に記載 して下さい。

13



(その14)

備 考支出を受けた者の住所(又は所在地)

福岡県福岡市博多区博多駅東2丁 目1035

事務所費  ( 事務管理費 )

支出を1受 けた者の氏名(又|は名称)

ジヨーリース株式会社九州支社R4,12.3と

項 目 別 区 分

年 月 日額金

宅
=′

θ

老 」′θ

乳 びθθ

5錐♂′′

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳

支 出 の 目 的

ソフトウェアリース料

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合  計

一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載し、 1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出Jと 「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載して下さい。

lサ



(その15)

組織活動費  ( 行事 。会議費 )

備 考支出を受けた者の住所(又は所在地抹

長崎県長崎市相生町10-1

長崎県佐世保市三浦町2-3

長崎県長崎市上西山町18-15

支出を受けた者の氏名(又 は若称)

大浦諏訪神社

(公財)佐世保地域文化事業財団

諏訪神社社務所

項 目 別 区 分

年 月1剛

R415.8

R4.6.17

R4.6.22

(3)政治活動費の内訳

金 額

蒻 θθθ

犯
'イ

θ

′9θθθ

_attθィθ

=2′
179

Fa冤′′′

支 出 の 目 的

初穂料

会場利用料

初穂料

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合  計

(注 1)1万 円以上の支出はすべて個月llに記載 し、1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括 して記載 して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項 目ごとの、最後の買に記載 して下さい。

15



(その15)

組織活動費  ( 旅費・交通費 )

備 考支出を受けた者の住所(又は所在地)

長崎県佐世保市東浜町941-2

長崎県長崎市元船町1(■12

長崎県佐世保市東浜町941-2

佐賀県唐津市東大島町2-52

長崎県大村市箕島町593番地の2

長崎県対馬市厳原町国分1409

長崎県佐世保市東浜町941-2

東京都渋谷区代々木2丁 目2-2

長崎県佐世保市東浜町941-2

長崎県佐世保市東浜町941-2

長崎県佐世保市東浜町941-2

支出を受けた者の氏名(又は名称)

白デII漁占美

九州商船 (株)長崎港代理店

白川鮎美

呼子海運株式会社

翔 エンタルエアプリガ 株式会社

有限会社丸屋ホテル

白川結美

東日本旅客鉄道株式会社

白サII魚占美

白川鮎美

白川鮎美

項 目 別 区 分

年 月 日

R4.2,28

R4.3。 28

R4.3。 31

R4.4.2

R4.4.5

R4.4.5

R4.型。30

R4.5,7

R4.5。31

R4.6。30

R4.7.31

(3)政治活動費の内訳

金 額

′身夕々

′2′夕θ

′α tt0

ゴ写♂Jθ

′aF5,
′£万θ

′Zθ♂θ

′ゑJJθ

鶏 θイθ

3島∂びθ

′4J♂θ

夕′あ
'2θ

η Z∂留

χ島7'θ

支 出 の 目 的 |

E∬C利用料

車輌航送運賃

E∬C利用料

航送料金

旅客運賃

宿泊費

ETC利用料

乗車券類代

E『C利用料

EaC利用料

EぼC利用料

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合  計

(注 1)1万円以上の支出lますべて個別に記載 し、1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括 して記載 して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項1目 別区分の (  )の
中の項 目ごとの、最後の買に記載 して下さい。

16



(その15)

宣伝事業費 ( 宣伝広告費 )

備 考支出を受けたなの住所(又 は所在地)

長崎県西海市西海町川内郷 1田06

東京都中央区日本橋本石町4-2-16

支出を受けたなの氏名(又は名称)

有限会社山崎マーク

株式会社LOL

/

項 目 別 区 分

年 月 日

R4。 12.9

R4.12.20

(3)政治活動費の内訳

金 額

′角らθワリ

Jf%θθθ

碗 θθθ

θ

切 閉

支 出 の 目 的

のぼ夢代

漫画製作費

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合  計

(注 1)1万円以上の蒐出はすべて個別に記載し、1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出とと「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとのく最後の買に記載して下さい。

ι¬



(その15)

調査■研究費  ( 調査費 )

備 考支出を受けた者の住所(叉は所在地}
支出を受けた志の氏名(又は名1称 )

項 目 別 区 分

年 月 日

(3)政治活動費の内訳

金 額

θ

島θびθ

島θびθ

支 出 の 目 的

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合  計

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載 し、1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括 して記載 して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載 して下さい。

1息



(その17)

1 資産等の総括表

資 童 等 の 状 況

資 産 等 の 有 無

備 考鉦

函

ゴ

ご

回

』

函

ゴ

ゴ

回

箇

箇

団

有

□

回

□

□

資 産 等 の 項 目 別 区 分

ア 土 地

イ 建 物

ウ 建物の所有 を 目的 とす る地上権又は土地 の賃借権

エ 取 得 の 価 額 が 100万 円 を 超 え る 動 産

オ
預金 (普 通預金及 び 当座 預金 を除く。)若しく|ま 貯金 (普

通貯金 を除くc)又 は郵便貯金 (通 常郵便貯金を除く。)

力  金 銭 信 託

キ 有 価 証 券

ク 出 資 に よ る 権 利

ケ 貸 付 先 ご と の残 高 が 100万 円 を 超 え る貸 付 金

コ 支 払 わ れ た 金 額 が 100万 円 を 超 え る 敷 金

サ 取得の価額が100万 円を超える施設の利用に関する権利

シ 借 入 先 ご との残 高 が 100万 円 を 超 え る借 入 金

lq

※有無についてEとて下さい。 (注)□が有の場合は「項 目別区分」ごとに (その18)が必要です。



(そ の20)

圭
日

一旦
萱 |

由

添付書類 (男I縣のとお り)

1 領収書等の写 し

2 監査意見書 (政党本部及び政治資金団体に限る。 )

3 政治資金監査報告書 (国会議員関係団体に限る。 )

この報告書は、政治資金規正法に従って作成 したものであつて、真実に相違ありません。

令不口 5年  3月  31日

政治 団体 の名称  白デII

会計責任者の氏名  白川 よしみ ③
代 表 者 の 氏 名

(解散時のみ)

O

ユ ④



政治資金監査報告書

登録政治資金監査人

令和 5年 3月 27日

白川鮎美後援会

代表 白川 鮎美 殿

祢 /'Fiつ

登 録 番 号 第 5524号

研修修了年月日 平成 31年 3月 28日

1 監査の概要

(1)私は、政治資金規正法 (以下「法」という。)第 19条の 13第 1項の規定に基づき、白川鮎美後援会の令和 4

年に係る法第 12条第 1項に規定する収支報告書のすべての期間を対象 として、当該収支報告書並びに当該収支

報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴 し難かつた支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に

係る支出目的書 (支出の目的が記載された振込明細書の写しを含む。以下同じ。)について、支出に関する政治資

金監査を行つた。

(2)こ の政治資金監査は、法第 19条の 13第 2項に定めるところにより政治資金適正化委員会が定める「政治資

金監査に関する具体的な指針」 (以下 「政治資金監査マニュアル」とい う。)に基づき行つた。

(3)私の責任は、外部性を有する第二者 として、国会議員関係政治団体の会計責任者の作成又は徴取した収支報告

書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴 し難かつた支出の明細書、振込明細書

及び振込明細書に係る支出目的書について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行つた結果を報告

することにある。

(4)こ の政治資金監査は、白川鮎美後援会の主たる事務所において行つた。

2 監査の結果

私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。

(1)法第 19条の 13第 2項第 1号に規定する事項について、会計帳簿、明細書及び領収書等が保存されていた。

(2)法第 19条の 13第 2項第 2号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会議員関係政治団体に係るそ

の年における文出の状況が記載され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えてい

た。

(3)法第 19条の 13第 2項第 3号に規定する事項について、法第 12条第 1項に規定する収支報告書は、会計帳

簿、明細書及び領収書等に基づいて支出の状況が表示されていた。

(4)法第 19条の 13第 2項第 4号に規定する事項について、領収書等を徴し難かつた支出の明細書及び振込明細

書に係る支出目的書は、存在しなかつた。

3 業務制限

白川魚占美後援会 と私との間には、法第 19条の 13第 5項の規定に違反する事実はない。

以 上


